
 

 

 

 

  

 

 

【これまでの取組と課題】                                                    

 

・リーフレットの配布等による広報啓発 

・医療機関への「医療関係者のためのＤＶ被害者対応の手引き」配布による通報促進 

・保育・教育関係者等を対象としたＤＶ予防啓発講座の実施による啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①県民からの通報の促進 

県政だよりやリーフレット等により、DVに関する情報や相談窓口の周知を図り、県民からの通報の促

進に努めます。さらに、地域全体で見守る環境づくりのため、民生委員・児童委員・人権擁護委員等に対

し、リーフレット等の配布や研修の場を活用しながら、被害者を発見した場合の適切な対応及び通報につ

いての理解と協力を求めていきます。 

 

②医療関係者や教育関係者への相談窓口・通報制度の周知 

DV被害者を発見しやすい立場にある医療関係者や教育関係者に対して、「被害者対応に関する手引

き」等を活用し、DVが身体的虐待だけではなく、精神的虐待や性的虐待を含むことなど、DVに関する認

識の共有を図るとともに、被害の発見から通報までの対応方法や相談窓口の周知を図ります。 

 

③子育て家庭へのDV防止啓発の推進 

子育てに関する相談から、DVや児童虐待の発見につながる場合もあることから、子育て家庭にとって

身近な機関である市町村子育て支援センターや子育て世代包括支援センター等に、DVや児童虐待に関

する知識や相談窓口を掲載したリーフレット等を配布し、いち早く、DV及び児童虐待の気づきと相談に

つなげるための啓発を推進します。また、DV対応機関と子育て支援センター等の子育て支援機関や母

子保健担当機関との連携を強化し、被害の早期発見、迅速な対応に努めます。 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 DV被害者は、家庭の様々な事情や、恐怖感・無力感により助けを求めることを諦め、被害が深刻

化していく場合があります。このようなDVの特質を踏まえ、周囲の関係者がDV被害に気づき、被

害者に相談支援窓口の情報を知らせること、また、被害者の意思を尊重しつつ、通報することので

きる環境を整備することが重要です。 

 医療関係者は日常の業務の中で、ＤＶ被害者を発見しやすい立場にあることから、被害者の発見

及び通報において積極的な役割が期待されます。また、保育・教育関係者や民生委員・児童委員等

においては、家庭と接する機会が多く、児童虐待の発見と同時にＤＶに気づくこともあることから、

配偶者暴力相談支援センターや警察への迅速な通報等、適切な対応が行えるようＤＶ対応への理

解と相談窓口の周知を図る必要があります。 

 

 

Ⅵ 基本目標と施策の方向 

基本目標１ 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者等の相談・保護体制の充実 

施策１－１ DVの早期発見・通報体制の整備 【重点】 
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【主な取組】                                                            

 

 

取組名 取組内容 実施主体 

ＤＶ予防啓発 

（子ども・家庭支援課） 

県民一人ひとりがDVに関する正しい理解を深めるた

め、リーフレットの配布や県政だより、SNS等の多様な広報

媒体を活用した効果的な広報・啓発を行います。 

県 

市町村 

医療関係者による発見・通

報等の協力 

（子ども・家庭支援課） 

医療関係者に対し、診察時等に被害者を発見した場合の

通報の流れや相談窓口に関する情報提供など、適切な支

援につなげるため「医療関係者のためのＤＶ被害者対応の

手引き」を配布し、ＤＶ対策への理解と協力を求めていきま

す。 

県 

保育・学校関係者等による

発見・通報等の促進 

（子ども・家庭支援課） 

学校に対して、教職員向けデートDV対応の手引きやDV

予防啓発リーフレットの配布、市町村が開催するＤＶ予防啓

発講座等を活用して、通報制度や相談窓口の周知を図り、

被害者の早期発見につながる情報提供に努めます。 

県 

市町村 

子育て家庭へのDV及び

児童虐待予防啓発資料の

配布 

（子ども・家庭支援課） 

市町村等と連携し、こども家庭センター（子育て支援セン

ターや子育て世代包括支援センター等）の子育て支援機関

等に、DVや児童虐待に関する知識や相談窓口を掲載した

リーフレット等を配架します。 

県 

市町村 

要保護児童対策地域協議

会機能強化事業 

（子ども・家庭支援課） 

市町村の要保護児童対策地域協議会の構成機関等を

対象とした研修会を開催し、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を支援します。 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DV防止法には通報について、「DVを受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援

センター又は警察官に通報するよう努めなければならない」と定められています。また、医師その他の医

療関係者は、「DVによって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、被害者の意思

を尊重し、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる」と定められており、当該通

報は、守秘義務違反に当たらないとされています。 

DVを発見した者による通報について 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・ＤＶ相談に関する基礎知識や専門的技術の習得を目的とした研修会の実施 

・市町村への配偶者暴力相談支援センター設置促進 

＜配偶者暴力相談支援センターの市町村設置数（R5.4現在）：2市＞ 

・県警本部にストーカー・ＤＶアドバイザーの配置 

・みやぎ夜間・休日ＤＶほっとラインの運営 

・官民が連携した相談窓口や研修会の実施 

・男女共同参画相談室での一般相談及び男性相談の実施 

・女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会（旧婦人保護事業関係機関ネットワーク連絡協議会）で

の情報交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者の相談にあたっては、相談者の人権を尊重し、ＤＶに関する

理解と支援施策や対応方法についての理解を深め、相談者の立場に立った切れ目のない支援を

行うことが求められています。そのためには、継続的に研修会を実施するとともに、民間支援団体

との共同による研修会や警察・医療関係者等幅広い機関が参加できる研修会の開催等、様々な

研修の機会を確保し、相談員等のスキルアップが必要です。 

 困難女性支援法に基づく基本方針において、市町村は支援対象者にとって最も身近な、支援の

端緒となる相談機能を果たすとともに、支援に必要となりうる児童福祉、母子福祉、障害者福祉、

高齢者福祉、生活困窮者支援等の制度の実施主体であり、支援の主体でもあることから、県や他

の市町村、関係機関等と緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないとされています。困

難な問題を抱える女性の問題は、DV、性暴力、家庭問題、離婚問題、経済問題、妊娠・出産問題

など多岐にわたることから、相談者の個々の状況に応じた適切な支援ができるよう市町村に対し

て支援制度の情報提供や事例検討会等の学ぶ機会の提供が必要です。 

 ＤＶ防止法に基づく国の基本方針において、市町村は被害者に最も身近な行政主体として、緊急

時における安全確保や地域における継続的な自立支援などに積極的に取り組むことが求められ

ています。また、ＤＶ防止法では、配偶者暴力相談支援センターの設置を市町村の努力義務とし

て規定していますが、県内では、令和５年４月１日現在で設置されている市町村は、２市のみとな

っています。ＤＶ相談窓口は全ての市において設置されていますが、県民に身近な相談窓口であ

る市町村のＤＶ支援体制の充実を図るため、配偶者暴力相談支援センターの機能整備をはじめ、

配偶者暴力相談支援センターが未設置の場合でも相談窓口の周知や相談を受けた場合に適切

な対応ができるよう、市町村におけるＤＶ対策を支援する必要があります。 

 また、問題の早期発見、ＤＶによる二次被害の防止のためには、地域の関係機関が密接に連携を

図ることが重要です。県では、女性相談センターを核とした「女性支援事業関係機関ネットワーク

連絡協議会（旧婦人保護事業関係機関ネットワーク連絡協議会）」に加え、各地域でのネットワー

ク連絡協議会を活用し、行政、警察、民間団体等、関係機関の連携強化を図るとともに、事例検

討会議等を実施し、課題が複合する困難事例に適切に対応できるよう、連携体制の強化を図る

必要があります。 

 ＤＶは外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、相談に至らない

ことが未だ多くあると考えられます。また、地域により相談体制の社会資源も異なることから、今

後の相談体制のあり方として、ＳＮＳを活用した新たな相談手法や地域の実情・課題に応じた訪問

による相談（出張相談）の実施など、ＤＶ被害者の早期発見につながる相談体制の検討が必要で

す。 

 

施策１－２ 相談体制の充実強化 【重点】 
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【取組の方向性】                                                          

 

①相談員等の資質向上・研修機会の確保 

担当職員や相談員の専門的スキルの向上のため、各種支援制度に関する知識や適切な支援を行うた

めの技能の習得ができるよう、研修機会を確保するとともに、研修内容の充実を図ります。また、被害者

の相談が多様で深刻な場合が多いことから、相談員がバーンアウト（燃え尽き）しないよう、相談員の心

身のケアと安全対策に配慮した相談体制の充実に努めます。 

 

②若年層に配慮した相談体制の充実 

近年のSNSの普及により、若年層を中心にSNSがコミュニケーション手段の中心となっている実態を

踏まえ、相談につながり難い若年層の相談をキャッチするため、これらの特性を理解した新たな相談手法

の検討と実施に向けた取組を推進します。 

 

③地域の実情や相談者の状況に配慮した柔軟な相談体制の整備 

相談者が気軽に相談できるよう、民間支援団体と連携して、相談者の居場所や状況に配慮した出張相

談及び夜間・休日による相談体制を充実させ、県民がより身近に感じられる相談体制の整備を図ります。 

 

④市町村の相談体制の強化に対する支援 

県民にとって身近な相談先である市町村において、相談から保護・自立支援までの各種支援の窓口と

して、行政手続き等をワンストップで対応する配偶者暴力相談支援センターの設置を促進するため、設

置を検討している市町村に対して、適切な助言と支援を行います。また、配偶者暴力相談支援センター

未設置の市町村でも、相談者に的確な情報提供や相談・支援を提供できる体制を構築するため、市町村

に対し、会議・研修の機会や「DV相談の手引き」等を活用した助言・支援を行います。 

 

⑤警察における相談体制の充実 

警察本部にストーカー・DVアドバイザーを配置し、各警察署で受理したDV事案について、積極的か

つ的確な助言・指導を行い、重大事件の防止に努めます。また、相談窓口の情報提供や住民基本台帳を

閲覧させないための支援等、「配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等によ

る援助に関する規則」で定める必要な援助について、DV被害者の意思を踏まえ、適切に対応します。 

 

⑥男性相談の充実 

みやぎ男女共同参画相談室の一般相談に加え、男性相談においても、ＤＶ等で悩む男性からの相談

に対応します。 

 

⑦性暴力被害者のための相談の充実 

性暴力被害者は、精神的ダメージを受けている上、様々な支援を要することから、性暴力被害者のた

めのワンストップ支援センター（性暴力被害相談支援センター宮城）等の相談機関において、相談に応じ

るとともに、被害者にとって必要な支援を行う医療機関等、関係機関へのコーディネートを適切に実施し、

被害者の心身の回復・被害の拡大防止に努めます。 

 

⑧困難を抱える女性に対する相談体制の充実 

様々な問題を想定した相談窓口を設置し、困難な問題を抱える女性の早期発見と支援につなげます。 

 

⑨女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会の活用 

全県及び各圏域の女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会を活用し、実務者会議や事例検討

会議等を実施し、各地域における関係機関の役割の共有や情報提供を行い、女性相談センターや各市

町村、警察、児童相談所等の関係機関の連携体制の強化を図るとともに、民間支援団体の参画による、

横断的な連携・協力体制の構築を図ります。 
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【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

社会福祉事業従事者研修の実施 

（社会福祉課） 

県保健福祉事務所、市福祉事務所等に勤務する家

庭・女性相談員、母子自立支援相談員を対象に研修を

実施し、専門的知識と技術の習得、問題解決能力の向

上を図ります。 

県 

女性相談員スキルアップ研修会

の実施 

（子ども・家庭支援課） 

ＤＶ等女性支援に携わる行政機関や民間支援団体の

相談員を対象に、専門家による研修会を実施し、専門

的知識の習得と支援技術の向上を図ります。 

県 

（民間支

援団体と

連携） 

男女共同参画相談・自立サポー

ト支援事業 

（共同参画社会推進課） 

行政職員や各相談機関の相談員を対象に、性的マイ

ノリティに関する研修会を実施し、相談員のスキルアッ

プを図ります。 

県 

部内研修会の開催 

（県民安全対策課） 

警察署員等に対する研修会を開催し、スキルアップ

を図ります。 
警察本部 

ＳＮＳ相談事業 

（子ども・家庭支援課） 

若年層を中心にSNSがコミュニケーション手段の中

心となっている実態を踏まえ、メール・チャット相談窓口

を設置し、相談に応じます。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

子ども・若者支援体制強化事業 

（共同参画社会推進課） 

ひきこもりや不登校等、社会生活を円滑に営む上で

の様々な困難を有する子ども・若者（概ね３９歳まで）と

その家族に対する支援を効果的に実施するため、ワン

ストップ窓口として石巻圏域子ども・若者総合相談セン

ターを設置するとともに、子ども・若者支援地域協議会

を設置し支援機関のネットワークの構築・強化を図りま

す。 

県 

女性のための出張相談事業 

（子ども・家庭支援課） 

困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者が居住する場

所に応じた出張相談（アウトリーチ相談）を実施し、問題

の早期発見・早期対応を図ります。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

夜間・休日ＤＶ電話相談 

（子ども・家庭支援課） 

夜間・休日に電話相談窓口を開設し、ＤＶ被害者等か

らの相談に応じます。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

市町村人材育成支援事業 

（子ども・家庭支援課） 

配偶者暴力相談支援センター未設置の市町村に対し

て、業務内容の情報提供や助言等を行い、設置が円滑

に進むよう支援します。 

県 

地域共生社会形成推進事業 

（社会福祉課） 

市町村における包括的な相談支援体制の構築を支

援するため、人材育成研修の実施や市町村に対する助

言・指導、情報提供等を行います。 

県 
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取組名 取組内容 実施主体 

ストーカー・ＤＶアドバイザーの配

置（県民安全対策課） 

県警本部にストーカー・ＤＶアドバイザーを配置し、警

察署から報告を受けた事案について、積極的かつ的確

な助言・指導を行い、重大事件の防止に努めます。 

警察本部 

男女共同参画相談室での相談対

応（共同参画社会推進課） 

みやぎ男女共同参画相談室の一般相談及び男性相

談において、ＤＶ等で悩む県民からの相談に対応しま

す。 

県 

自死対策事業・自死対策強化事

業 

（精神保健推進室） 

 夜間こころの相談窓口を設置し、こころの悩み等の電

話相談に応じます。 
県 

精神保健福祉相談 

（精神保健推進室） 

保健所において、専門医による精神保健福祉相談を

実施し、所内相談、巡回相談、在宅精神障害者の訪問

指導等の柔軟な相談支援を図ります。 

県 

性犯罪被害者等の支援及び情報

提供 

（警務課） 

性犯罪被害相談電話を設置し、「誰にも知られたくな

い。」「どうしたらいいのか分からない。」等と思い悩む

性犯罪被害者等の相談を、公認心理師等の資格を持

つ心理カウンセラーや警察官などが相談に応じます。 

警察本部 

性暴力被害者等に対する相談支

援 

（共同参画社会推進課） 

性暴力被害相談支援センター宮城の相談機関にお

いて、性暴力被害者等からの相談に対応します。 
県 

地域統括がん相談事業 

（健康推進課） 

地域統括総合支援センターを設置し、心理・医療・生

活・介護等多様化する患者からの相談対応と県内のが

ん患者会・サロン等の活動の支援を行います。 

県 

不妊・不育専門相談センター運

営事業 

（子ども・家庭支援課） 

不妊・不育専門相談センターを開設し、不妊・不育症

で悩む方や流産や死産によりお子さんを亡くした方か

らの相談に応じます。 

県 

女性支援事業関係機関ネットワ

ーク連絡協議会の開催 

（子ども・家庭支援課） 

全県及び各圏域において、女性支援事業関係機関ネ

ットワーク連絡協議会を開催し、関係機関の情報の共

有化と支援の際の連携を促進します。  

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性暴力の被害にあわれた方などからの相談を受け、要望に応じた支援のコーディネートを行う  

拠点として、宮城県が運営委託している機関です。 

専任の相談員が、被害にあわれた方の意思を尊重しながら、以下の支援を行います。 

 

〇 電話相談・面接相談・メール相談 

〇 警察、裁判所、医療機関等への付添支援 

〇 公認心理師等や弁護士の紹介、公認心理師等による無料カウンセリングの提供、弁護士の無

料法律相談の提供（※１） 

〇 産婦人科医療機関等の紹介 

〇 専門的支援機関の情報提供・相談内容の引継ぎ 

〇 緊急避妊措置料や性感染症検査費用・人工妊娠中絶措置料等の助成（※2） 

〇 緊急避難に伴う宿泊費用の助成（※2） 

※１ 条件や回数制限があります。 

※２ 助成については、条件があります。 

性暴力被害相談支援センター宮城 
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〇 配偶者暴力相談支援センターの法的位置づけ 

配偶者暴力相談支援センターは、都道府県が設置する女性相談支援センター（旧婦人相談所）又は

都道府県・市町村が設置する適切な施設において、ＤＶ防止及びＤＶ被害者の保護のための業務を行

うものです（ＤＶ防止法第３条第１項・第２項）。 

市町村の配偶者暴力相談支援センターは、平成１６年の法改正により設置可能となり、平成１９年の 

改正で市町村の努力義務となっています。 

 

〇 配偶者暴力相談支援センターが果たす機能（DV防止法第３条第３項） 

① 相談又は相談機関の紹介 

② カウンセリング 

③ ＤＶ被害者及び同伴する家族の緊急時における安全の確保及び一時保護 

（注：一時保護は、女性相談支援センター又はその委託先が実施） 

④ ＤＶ被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助 

⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助 

⑥ ＤＶ被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助 

 

〇 都道府県と市町村の役割 

・ＤＶ被害者は、加害者と同居、加害者からの一時避難又は加害者と別居といったそれぞれの段階で

その居所が変わることもあり、地域における支援のつなぎが課題となります。 

・また、地域における生活支援に関する制度や施策の多くは市町村が実施責任を担っており、市町村

において被害者支援のワンストップ化やコーディネートの役割を果たすことが望まれています。 

 

（都道府県と市町村の配偶者暴力相談支援センターの主な役割分担について） 

 都道府県 市町村 

意義 都道府県における対策の中核 身近な行政主体における支援の窓口 

役割 

一時保護 

処遇の難しい事案への対応 

専門的・広域的な対応 

市町村への支援 

職務関係者の研修等広域的な施

策 

身近な相談窓口の設置、基本情報の提供 

緊急時における安全の確保 

地域生活における関係機関との連絡調整 

カウンセリング、継続的な自立支援 

 

〇 市町村における配偶者暴力相談支援センターの意義 

①DV被害者に対して被害者支援の総合的窓口が明確になり、DV被害者が相談を寄せやすくなるた

め、被害の早期発見につながります。 

②身近な場所で、相談やカウンセリング、同行支援などの継続的な支援が受けられるようになり、手

続きの一元化によるワンストップ支援が可能となります。 

③他部署への相談履歴や住民票記録など、DV被害者に関する様々な情報が得やすいため、支援が

より円滑に行えます。 

④ワンストップサービス化が図られることで、緊急対応、一時保護、自立支援などの施策を連携して

進めやすくなり、時間の短縮はもとより、DV被害者の負担も軽減されます。 

⑤通報関係業務、保護命令関係業務、年金・医療保険などの特例措置のための配偶者暴力被害相

談の証明書関係業務を自ら行えるようになり、DV被害者支援策を迅速かつ的確に行うことができ

ます。 

 

 

 

 

配偶者暴力相談支援センター 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・女性相談センター、警察が連携した24時間体制による一時保護の実施 

・警察における公費負担制度による一時保護の実施 

・市町村における民間宿泊施設等への緊急一時保護の実施（緊急避難先確保対策事業） 

・「宮城県ＤＶ被害者支援共通シート」の活用による速やかな情報提供、保護の実施 

・一時保護委託、広域的な対応による困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者の安全確保 

・警察による危険性の高いＤＶ被害者に対する位置情報通報装置の貸与 

・一時保護所入所時における県保健福祉事務所及び市福祉事務所職員等による同行支援 

・医師による面接や心理士による心理面接の実施、パーソナリティ検査の実施 

・保護命令制度に関する情報提供、申し立て手続きに関する助言・指導、申立て時の同行支援 

・保護命令発令後のDV被害者に対する防犯指導の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①一時保護による安全確保 

女性相談センターは、一時保護機能を有しているほか、女性自立支援施設（旧婦人保護施設）への入

所決定も行うため、DV被害者をはじめとした様々な問題を抱える女性の支援において極めて重要な役

割を担うことから、関係機関と連携し、適切な保護を行います。また、夜間・休日や被害が急迫している場

合など、関係機関の連携がより重要になることから、手続き等が迅速に行えるよう、「宮城県DV被害者支

援共通シート」の活用により、一層の連携強化を図ります。 

また、一時保護が行われるまでの間の緊急時における安全確保は、身近な行政主体である市町村に

おいて、配偶者暴力相談支援センターの設置の有無に関わらず、地域の社会資源を活用して積極的に

実施されることが望ましいとされていることから、市町村が宿泊施設等を利用して緊急時の安全確保が

行えるよう、緊急避難先確保の支援や助言を行います。 

 

 

 

＜課題＞ 

 ＤＶ被害者等を緊急に保護する一時保護は、安全確保のために最も重要な方法です。一方、外出

規制や通信機器の使用制限等、様々な理由から一時保護施設への入所をためらう事例や入所後

すぐに退所する事例があります。国では、女性支援事業（旧婦人保護事業）のあり方検討を進めて

いることから、そこから得られる知見・今後の動向を踏まえ、県においてもＤＶ被害者等の意思・意

向を確認し、それを尊重した一時保護のあり方について関係機関と協議を進め、適切な方法・施設

において一時保護ができるよう取り組む必要があります。 

 また、ＤＶ被害者の一時保護にあたっては、警察、県保健福祉事務所、市福祉事務所を経由して保

護していることから、これら関係機関との連携及び迅速かつ的確な情報共有が不可欠です。引き続

き「宮城県ＤＶ被害者支援共通シート」の活用を促進し、ＤＶ被害者の負担軽減、二次被害の防止に

努めるとともに、加害者の追及が心配される場合や妊婦、若年被害女性、中学生以上の男児を伴う

保護にあたっては、本人の意向を踏まえた適切な支援を進めるため、広域的な対応や社会福祉施

設又は民間支援団体等への一時保護委託等、保護体制の強化に努める必要があります。 

 ＤＶなどにより一時保護を求めた困難な問題を抱える女性や同伴する家族は、身体的・精神的に

様々な問題を抱えていることから、医師による疾病の有無や診療の要否についての医学的な面か

らの判定、心理士による面接等を行い、相談者及び同伴する家族の心身の健康状態を踏まえて、

適切に対応することが必要です。 

施策１－３ 保護体制の充実強化 【重点】 
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②一人ひとりに寄り添った一時保護体制の構築 

様々な状況に置かれている困難な問題を抱える女性等の意思を尊重した保護体制の構築に向けて、

相談者に寄り添った一時保護のあり方の検討を進めます。 

 

③一時保護委託の対象拡大と積極的活用 

妊婦や中学生以上の男児を伴う保護の場合など、配慮が必要な世帯に対応するため、民間支援団体

や社会福祉施設の機能を活用し、利用者にとって最も適当と考えられる一時保護の方法及び保護施設

の選定・確保に努めます。 

 

④警察における安全確保・保護体制の充実 

迅速な安全確保及び一時保護所への移送を行うとともに、危険性・切迫性の高いＤＶ被害者に対して、

位置情報通報装置の貸与や公費負担による避難先の提供を行います。 

 

⑤一時保護所入所者に対する心のケアの充実 

ＤＶなどにより保護を求めてきた困難な問題を抱える女性や同伴する家族の精神的負担は大きく、十

分な心のケアが必要であることから、精神科医による面接や心理士による心理カウンセリングを実施し、

心身の健康に配慮した支援を行います。 

 

⑥保護命令制度等法制度の適切な利用に向けた支援 

保護命令制度に関する情報提供、申立手続に関する助言や指導を行います。また、保護命令申立費

用や離婚訴訟（離婚調停）申立費用の貸付を行うほか、弁護士会や日本司法支援センター（法テラス）と

連携し、ＤＶ被害者が弁護士相談や弁護士費用の経済的援助制度を利用して、法的手続きを円滑に行

うことができるよう支援します。 

 

【主な取組】                                                            

 

取組名 取組内容 実施主体 

「宮城県DV被害者支援共通

シート」を活用した迅速な保

護の実施 

（子ども・家庭支援課、県民安全

対策課） 

一時保護の実施にあたり、迅速かつ的確な情報把握・情

報提供を行うため、「宮城県DV被害者支援共通シート」を

活用し、被害者の安全確保・二次被害の防止に努めます。 

県 

警察本部 

市 

緊急避難先の確保 

（子ども・家庭支援課） 

一時保護所への移送が困難な場合等に、市町村が民間

宿泊施設等を緊急避難先として提供した際の経費を県が

補助します。 

県 

市町村 

女性支援事業の運用面にお

ける見直し方針を踏まえた

一時保護のあり方検討 

（子ども・家庭支援課） 

通信機器の使用制限や外出規制等の国の対応方針を

踏まえ、安全性も考慮した新たな運用方法の検討を進めま

す。 

県 

一時保護委託の積極的活用

と委託先の確保 

（子ども・家庭支援課） 

妊婦や若年被害女性等の保護にあたっては、本人の意

向・状態等を考慮し、社会福祉施設や民間支援団体等へ

の一時保護委託が可能となるよう、委託先の確保に努めま

す。 

県 
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取組名 取組内容 実施主体 

ＤＶ被害者等総合的支援事

業 

（子ども・家庭支援課） 

官民が連携する民間シェルターを設置し、安全な居場所

を提供するとともに、個々の状況に応じた心身の回復支

援、住宅確保支援、就労支援等を切れ目なく実施し、ＤＶ

被害者等の自立支援を行います。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

夜間・休日における一時保護

の対応 

（県民安全対策課） 

 夜間・休日におけるＤＶ被害者の安全確保及び迅速な一

時保護施設への移送を行います。 
警察本部 

危険性の高い被害者に対す

る保護対策 

（県民安全対策課） 

 警察による危険性の高い被害者に対する位置情報通報

装置の貸与、特定通報登録、荷物搬出時の立会い等を実

施し、被害者の安全確保に努めます。 

警察本部 

一時避難場所確保のための

公費負担制度の運用 

（県民安全対策課） 

 危険性・切迫性の高いDV被害者等が、自ら緊急に避難

する場所を確保することが困難であり、かつ、公共施設へ

の入所が困難な場合等に、ホテル等宿泊施設への一時避

難に伴う費用を公費で負担します。 

警察本部 

医師及び心理士による面接

の実施 

（子ども・家庭支援課） 

 保護施設に入所している困難な問題を抱える女性及び

同伴する家族に対して、医師による医学的側面からの判定

や心理士によるカウンセリングを実施します。 

県 

施設 

保護命令制度等、法制度の

適切な利用に向けた支援 

（子ども・家庭支援課、県民安全

対策課） 

 保護命令申立手続きに関する指導・助言及び保護命令

発令後のＤＶ被害者に対する防犯指導を行います。 

県 

警察本部 

ＤＶ被害者等への自立支援

金の貸付 

（子ども・家庭支援課） 

 一時保護所及び女性自立支援施設入所中のDV被害者

等に、保護命令申立費用や離婚調停申立費用等の貸付を

行います。 

県 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・公益財団法人宮城県国際化協会の通訳サポーター派遣事業の活用 

・障害者支援担当部署等関係機関との連携による支援の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①通訳等相談体制の充実 

外国人被害者の相談・支援において、通訳の確保等迅速な対応に努めます。 

 

②高齢者・障害者等への支援体制の整備 

高齢者・障害者の保護が必要な場合は、心身の状況を勘案し、高齢者福祉施設等による保護の実施

など、市町村のDV担当課、市町村地域包括支援センター等の高齢者担当課、障害者担当課及び福祉施

設等の関係機関と連携したきめ細かな対応に努めます。 

 

【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

みやぎ外国人相談センター設

置事業 

（国際政策課） 

外国人県民やその家族の日常生活上の悩み解消を

図るため、多言語の相談窓口の設置・運営を行います。 
県 

宮城県国際化協会の通訳サ

ポーター派遣事業の活用 

（子ども・家庭支援課） 

公益財団法人宮城県国際化協会の通訳サポーター

派遣事業を活用し、外国人被害者に対する適切な対

応と保護の実施に努めます。 

県 

手話通訳員設置事業 

（障害福祉課） 

障害者福祉に理解と熱意を有している手話通訳員を

設置し、聴覚障害者等の家庭生活、社会生活における

コミュニケーションを円滑に行える環境を整えます。 

県 

＜課題＞ 

 外国人の相談者は言葉や文化の違いが障壁となり孤立しやすく、相談窓口の存在を知らない場合

もあることから、相談体制の充実に努めるとともに、外国人被害者に配慮したリーフレット等の作成

など、外国人に対する支援の充実を図る必要があります。 

 高齢者や障害者の支援にあたっては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律」又は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」等関係法令に

基づく支援も含めて、市町村や社会福祉施設との連携を図り、円滑な支援体制を構築する必要が

あります。 

 

   

 

保護命令制度 施策１－４ 外国人・高齢者・障害者等への配慮 
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取組名 取組内容 実施主体 

障害者虐待防止対策支援事

業 

（障害福祉課） 

宮城県障害者権利擁護センター運営兼宮城県障害

者差別相談センターを設置・運営し、障害者虐待の未

然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援

を図ります。 

県 

障害者でんわ相談室運営事

業 

（障害福祉課） 

障害者の権利擁護等に係る相談に対応するための

常設の相談窓口を設置し、障害者の人権や権利を擁護

します。 

県 

地域包括支援センター等との

連携 

（子ども・家庭支援課） 

高齢者及び障害者の支援にあたっては、地域包括支

援センターや障害者支援担当部署等と連携を図り、適

切な支援に努めます。 

県 

市町村 
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配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力により、

又は、配偶者からの生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する脅迫を受けた被害者が配偶者から受

ける身体に対する暴力により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所

が被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令。 

生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力により、又は、配偶者からの生命、身体、自

由、名誉若しくは財産に対する脅迫を受けた被害者についても準用されることにより、上記と同様の場

合に、保護命令が発せられます。 

 

①被害者への接近禁止命令（期間：１年間） 

  被害者へのつきまといや被害者の住居（当該配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手と共に

生活の本拠としている住居を除く。）、勤務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。 

 

②被害者への電話等禁止命令 

被害者に対し、面会を要求すること、電話・メールをすること、緊急時以外の連続した文書の送付・

SNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得等を禁止する命

令。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。 

 

③被害者の同居の子又は親族等への接近禁止命令 

被害者と同居する未成年の子又は被害者の親族等へのつきまとい、子の学校等の近くや住居、勤

務先等の近くをはいかいすることを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者がその同居し

ている子又はその親族等に関して配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者の生命又は身体に危害が加えられ

ることを防止するため被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。 

 

④子への電話等禁止命令 

監視の告知等、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話･FAX･メール･

SNS等送信、名誉を害する告知等、性的羞恥心を害する事項の告知等、位置情報の無承諾取得等

を禁止する命令。 

 

⑤被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令（期間：２か月、特例：６ヶ月） 

配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手に被害者と共に生活の本拠としている住居からの退

去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。住居の所有者又は賃借人が被害者のみである

場合には、申立てにより６か月の期間となります。 

 

命令に違反すると、２年以下の懲役又は２００万円以下の罰金に処せられます。 

保護命令制度 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・女性相談センター及び保護施設における医師による面接の実施（嘱託医の配置） 

・女性相談センター及び保護施設における心理面接の実施（心理カウンセラーの配置） 

・一時保護所及び女性自立支援施設退所者へのアフターケア（同行支援、電話相談、家庭訪問等）の実施 

・市町村等関係機関へＤＶ被害者が利用可能な各種制度等の情報を記載した「ＤＶ相談の手引き」の

配布 

・保護命令申立て費用等の貸付（ＤＶ被害者等自立支援金貸付事業） 

・弁護士相談支援事業の実施、日本司法支援センター（法テラス）の活用支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①精神的ケアの充実 

女性相談センター及び女性自立支援施設に医師及び心理士を配置し、医師による医学的対応や心理

士による心理面接など、困難な問題を抱える女性等の心の安定と自立に向けた取組を推進します。また、

退所後もケアが必要な場合は、カウンセリング等を行う医療機関につなぐなど、関係機関と連携を図りな

がら支援の充実に努めます。 

 

②施設退所後のアフターケアの充実 

一時保護所及び女性自立支援施設等の施設退所後の安定した生活を支援するため、電話相談や同

行支援、グループワーク等を実施し、切れ目のない支援を推進します。 

 

③地域における継続的な自立支援の充実 

DV被害者やDV家庭に育った元被害者同士が情報交換し、体験や感情を共有することで「自助力」を

引き出す効果が期待されることから、民間支援団体が実施する自助グループ（語り合いの場）や支援者

を交えての自立支援講座、こころのケア講座等の活動を支援します。 

また、DV家庭や一時保護施設を退所した家庭等に対して、個人情報に配慮しつつ、県・市町村・民間

支援団体が情報共有を行い相互に連携して、地域における継続的な支援に努めます。 

＜課題＞ 

 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者等の自立のためには、生活資金の確保、離婚、就職など

早急に対応が必要な問題に加えて、被害者や同伴する家族の心身の健康管理、育児、子どもの教

育など生活を営んでいく上での様々な課題を解決しなければなりません。 

 また、住み慣れた地域を離れて生活する中で、様々な困難に直面した際に、困難な問題を抱える女

性及びＤＶ被害者並びに同伴する家族が地域で孤立することがないよう、精神的ケアをはじめ、行

政と民間支援団体との連携・協働による切れ目のない支援体制の整備・充実が必要です。 

 さらに、自立支援となる、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置、医療保険、年金手続き、生活保

護、児童扶養手当、母子・父子・寡婦福祉資金等の各種支援制度の適切な運用について各支援機

関へ周知を図る必要があります。また、ＤＶ加害者が被害者等の個人情報を不正に取得することを

防ぐため、市町村では庁内関係課が連携し、ＤＶ被害者等の個人情報保護の徹底を図る必要があ

ります。 

 ＤＶ被害者が安心した生活を送るためには、保護命令の申立て、離婚調停手続き、面会交流等、解

決すべき様々な法的問題があります。ＤＶ被害者が弁護士相談や弁護士費用の経済的支援制度を

利用して、法的手続きを円滑に行うことができるよう、弁護士会や日本司法支援センター（法テラ

ス）と連携して、支援制度の周知を図り活用を支援する必要があります。 

基本目標２ 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者等の自立に向けた支援 

施策２－１ 自立のための心のケア・生活に関する支援【重点】 
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④困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者が必要とする各種支援制度の周知と活用への支援 

住民基本台帳事務の閲覧制限の制度や生活保護等の福祉制度、弁護士相談など、困難な問題を抱え

る女性及びＤＶ被害者が自立の過程において利用可能な支援制度を適切に受けられるよう「DV相談の

手引き」等を活用し、支援制度の周知と活用支援に努めます。 

また、自立には、母子生活支援施設への入所措置や生活困窮者自立支援制度など、多様な支援施策

が大きな役割を果たすことから、その適切な運用について周知を図り、活用を促進します。 

 

【主な取組】                                                            

 

 

取組名 取組内容 実施主体 

医師及び心理士による面接

の実施 （再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

保護施設に入所している困難な問題を抱える女性及び

同伴する家族に対して、医師による医学的側面からの判定

や心理士によるカウンセリングを実施します。 

県 

施設 

依存症対策総合支援事業 

（精神保健推進室） 

相談拠点である保健所や精神保健福祉センターにおい

て、専門相談や家族教室、集団回復プログラム等を実施し

ます。また専門医療機関及び治療拠点機関にコーディネー

ターを配置し、患者支援、関係機関連携、支援者支援等を

実施します。 

県 

性犯罪被害者等の支援及び

情報提供（再掲） 

（警務課） 

性犯罪被害により重度のストレスにさらされ、日常生活

に支障を来すような様々な心理反応があらわれた性犯罪

被害者等に対し、心理カウンセラー等が面接による支援を

行い、精神的負担の軽減を図ります。また部外の精神科医

や民間の被害者支援団体との連携体制を整備し、途切れ

ることのない充実した支援体制の構築を図ります。 

県警本部 

摂食障害治療支援センター

設置運営事業 

（精神保健推進室） 

精神科・心療内科等を有し、救急医療体制と連携がとれ

た医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として位置づけ、

専門的かつ関係機関と連携した総合的な支援を行いま

す。 

県 

ＤＶ被害者等の自立生活の

援助 

（子ども・家庭支援課） 

 一時保護所及び女性自立支援施設を退所したDV被害

者等の自立を援助するため、電話相談や家庭訪問、同行

支援等のアフターケアを実施します。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

ＤＶ被害者等自立支援事業 

（子ども・家庭支援課） 

 地域で自立して生活していくために効果的な自立支援プ

ログラムを実施し、ＤＶ被害者等の心身の回復と自立支援

を行います。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

発達障害児者総合支援事業 

（精神保健推進室） 

 発達障害児者及び家族がライフステージに応じて身近な

地域で支援を受けられる体制を構築し、発達障害者支援

センター運営事業等により相談支援を行います。 

県 

（再掲）：前に掲げた取組を再度掲載すること 
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取組名 取組内容 実施主体 

住民基本台帳の閲覧制限制

度の適切な運用 

（子ども・家庭支援課） 

DV被害者からの申出に基づき、加害者からの不当な目

的による住民基本台帳の閲覧請求等があった場合に、閲

覧を制限するなど、被害者の安全確保のための情報保護

について、市町村と適切な連携を図り、制度の適切な運用

に努めます。 

県 

「DV相談の手引き」の活用促

進 

（子ども・家庭支援課） 

DV被害者が利用可能な各種支援制度等の情報を記載

した「DV相談の手引き」を活用し、ＤＶ被害者のニーズに

応じた適切な支援制度の情報提供に努めます。 

県 

市町村 

弁護士支援体制整備事業 

（子ども・家庭支援課） 

仙台弁護士会と連携し、DV等家庭問題に精通した弁護

士から法的助言や協力等を求め、ＤＶ被害者の意向に添っ

た支援に努めます。  

県 

ＤＶ被害者等への自立支援

金の貸付（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

一時保護所及び女性自立支援施設入所中のDV被害者

等に、保護命令申立費用や離婚調停申立費用等の貸付を

行います。 

県 

日本司法支援センター（法テ

ラス）の活用支援 

（子ども・家庭支援課） 

日本司法支援センター（法テラス）の民事法律扶助制度

やDV等被害者法律相談援助制度の情報提供と適切な運

用に努めます。 

県 

母子父子家庭等特別相談事

業 

（子ども・家庭支援課） 

宮城県母子・父子福祉センター及び県福祉事務所にお

いて、母子・父子・寡婦家庭が抱える問題の解決のため、

弁護士による無料の法律相談を実施します。 

県 

母子生活支援施設への入所 

（子ども・家庭支援課） 

母子生活支援施設の支援を必要としている困難な問題

を抱える女性等に対して、母子生活支援施設の入所措置

を行うとともに、入所後も母子の心身の状況等に応じ、必

要な支援を継続していきます。 

県 

市 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・住宅確保支援のための貸付事業の実施、身元保証人確保事業の実施 

・県営住宅入居に係る優遇措置、目的外使用の実施 

・ＤＶ被害者への県営住宅募集案内の情報提供 

・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度の周知・活用支援 

・就業支援に関する各種制度の周知、活用支援 

・就業相談や就業支援講習会の実施 

・ひとり親家庭に対する資格取得のための支援（給付金・貸付金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                           

 

①民間賃貸住宅への入居支援 

困難な問題を抱える女性及びDV被害者への自立支援金の貸付や身元保証人の確保対策の制度内

容について情報提供し、活用を促すとともに、DV被害者の住居確保の支援について、引き続き検討を進

めていきます。また、生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金や生活福祉資金貸付制度の一層

の周知を図り、生活に困窮する困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者の住居の確保を支援します。 

 

②県営住宅入居の優遇制度と目的外使用による支援の充実 

県営住宅の入居について、DV被害者世帯を対象に、定期募集時の抽選倍率優遇制度の実施に加え、

県営住宅等の目的外使用の活用により、DV被害者の居住の安定を図ります。 

 

③民間賃貸住宅等による住宅セーフティネットの充実 

住居の確保に配慮が必要なDV被害者に対して、住まい探しの相談や緊急連絡先の確保等、DV被害

者の入居を拒まない賃貸住宅の紹介等を行い、民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図ります。 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 ＤＶ被害者の多くは加害者からの追及を避けるため、今までの居住地とは異なる場所で新たな  

生活を始めることが多いことから、住宅の確保が課題となっています。 

 頼れる親族等がいないＤＶ被害者等の自立は、身元保証人の確保など契約そのものに困難を極め

る場合が少なくないことから、家賃債務保証の活用・情報提供に努める必要があります。また、転居

先として民間住宅を希望するＤＶ被害者に対して、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度等の

利用についての情報提供等、入居支援制度の情報収集・周知に努める必要があります。また、ＤＶ

被害者の居住の安定・自立支援のため、引き続き県営住宅の抽選倍率の優遇措置や目的外使用

を実施する必要があります。 

 困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者の職業的自立を可能とするためには、就業支援が必要で

す。現状では女性自立支援施設の多くが生活保護を受給しており、職業的自立が課題となってい

ます。また、ＤＶ被害者は十分な就業経験がないことも多く、ＰＴＳＤ等の疾患、加害者からの安全確

保、子どもの保育問題等、様々な課題を抱えている可能性もあることから、一人ひとりの状況に応

じた就業支援が必要です。 

 

施策２－２ 生活基盤（住宅・就業等）を整えるための支援 【重点】 
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④就業及び経済的支援に関する支援制度の周知・活用支援 

ハローワークや就業支援、職業訓練を行う関係機関と連携し、DV被害者に対し就業支援事業の情報

提供を行います。また、宮城県母子・父子福祉センターが実施する就業相談や就業支援講習会等につい

て情報提供し、その活用を支援します。 

 

【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

身元保証人の確保対策 

（子ども・家庭支援課） 

一時保護所、女性自立支援施設及び母子生活支援施

設等を退所するDV被害者等が就職や民間住宅を賃貸

する際に、施設長が保証人となることで、DV被害者等の

社会的自立を促進します。 

県 

ＤＶ被害者等への自立支援

金の貸付（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

一時保護所及び女性自立支援施設に入所中のDV被

害者等の自立を支援するため、就職活動に係る費用や

家賃保証契約に係る保証料等を貸付します。 

県 

県営住宅の応募者への優遇

措置の実施 

（住宅課） 

県営住宅の応募の際に、住宅に困窮するDV被害者に

ついて、一般世帯に比べ当選確率を２倍とする優遇措置

を行います。 

県 

県営住宅等の目的外使用の

活用による支援 

（住宅課） 

一時保護や施設保護の後５年以内又は保護命令中等

のDV被害者で、生命・身体の危機がある場合又は現在

居住している住宅に居住し続けることが困難となった者

に対して、県営住宅等の目的外使用により、原則3か月

以内、住居を提供します。 

県 

住宅セーフティネットの充実 

（住宅課） 

平成29年10月に開始した新たな住宅セーフティネッ

ト制度の効果的な運用に向け、みやぎ住まいづくり協議

会において、住宅確保要配慮者（※）の賃貸住宅等への

円滑な入居に向けて取り組みます。 

※低額所得者、高齢者、障害者等の住宅の確保に配

慮を要する者で、ＤＶ被害者等が含まれます。 

県 

みやぎの女性つながり型サ

ポート支援事業 

（共同参画社会推進課） 

様々な課題や不安を抱え、孤立している女性に対し

て、社会的なつながり・絆を回復するため、地域の実情を

把握するＮＰＯ法人へ委託し、相談内容を聞き取り自立

支援や就業支援との連携を行います。 

県 

（民間支援

団体と協

働） 

生活困窮者自立促進支援

事業 

（社会福祉課） 

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の相談

支援窓口を設置し、本人の状態に応じた支援プランを作

成の上、伴走型の支援を実施するとともに、住居確保給

付金や一時生活支援事業、就労準備支援事業などによ

り、相談者の安定した住居の確保や就労支援を実施しま

す。 

県 

市 
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取組名 取組内容 実施主体 

生活福祉資金貸付制度の

活用 

（社会福祉課） 

DV被害者等を含む低所得者に対し、転居費や緊急

小口資金などの資金の貸付を行い、経済的な自立と生

活の安定を図ることができるよう、制度の情報提供及び

相談窓口等との連携強化に努めます。 

社会福祉

協議会 

母子家庭等就業・自立支援

センター事業 

（子ども・家庭支援課） 

宮城県母子・父子福祉センターにおいて、就業相談、

就業情報の提供、各種就業支援講習会の開催等、就業・

自立支援サービスを提供します。 

県 

自立支援教育訓練給付金 

（子ども・家庭支援課） 

母子家庭の母、父子家庭の父が、就職のための教育

訓練講座を受講した際に、受講料の一部を支給します。 
県 

高等職業訓練促進給付金 

（子ども・家庭支援課） 

母子家庭の母、父子家庭の父が就職に有利な資格を

取得するため、１年以上養成訓練を受講する場合、養成

訓練期間中、定額の給付金を支給します。 

県 

高等職業訓練促進資金貸

付金 

（子ども・家庭支援課） 

高等職業訓練促進給付金を活用して、就職に有利な

資格の取得を目指す母子家庭の母、父子家庭の父に対

し、入学準備金や就職支援金の貸付を行います。 

県 

ひとり親家庭等自立促進対

策事業 

（子ども・家庭支援課） 

生活状況が不安定な状況にあるひとり親家庭に対し

て、子育てをしながら自立した生活ができるよう支援を

行う。 

県 

安定就労に向けた人材育成

事業 

（産業人材対策課） 

非正規社員・離転職者等の不安定な就労形態から安

定的な就労形態へ転換するための人材育成支援に取り

組みます。 

県 

みやぎ女性のキャリア・リス

タート支援センター 

（雇用対策課） 

子育て期の女性の就職・転職などを支援する相談窓

口を設置し、キャリアコンサルタントによる個別カウンセリ

ングやセミナー等を実施します。 
県 

生活保護受給者等就労自

立促進事業 

（宮城労働局） 

児童扶養手当受給者に対し、福祉事務所とハローワ

ークが連携して、就労支援を行います。 
国 
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住宅セーフティネット法に基づき平成29年10月にスタートした制度であり、DV被害者、高齢者、低所

得世帯等の住宅の確保に配慮を要する方々（要配慮者）に対して、その入居を拒まない民間賃貸住宅の

供給を促進するとともに、要配慮者に対して、入居の相談等の支援を併せて行う制度です。 

 

 

住宅セーフティネット制度 

 

※国土交通省パンフレットから引用 
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【これまでの取組と課題】                                                     

 

・児童相談所との情報共有 

・市町村要保護児童対策地域協議会を活用した情報共有 

・女性相談センター等におけるＤＶ被害者と同伴する子どもの一時保護 

・児童相談所による同伴する子どもの一時保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①DV対応機関と児童虐待対応機関との連携体制の構築 

DV対応機関と児童虐待対応機関の連携を強化していくため、国の調査研究から得られた連携におけ

るガイドライン等を活用し、各機関がDV又は児童虐待を把握した場合にスムーズに相談や情報共有が

できる連携体制の構築を進めます。 

 

②要保護児童対策地域協議会への参画促進 

配偶者暴力相談支援センターや県福祉事務所等のDV相談機関が要保護児童対策地域協議会に参

画するよう市町村へ協力を求め、要保護児童対策地域協議会を通じた情報共有や支援方法を協議する

仕組みや担当者間の顔の見える関係を構築し、DV被害者及び同伴する子どもの支援の充実を図ります。 

 

 

 

＜課題＞ 

 児童相談所への児童虐待相談件数は年々増加の一途をたどっており、子どもの生命が奪われる重

大な事件も後を絶たないなど、依然として深刻な社会問題となっています。また、DVと密接に関係

する児童虐待事案も増加していることから、令和元年６月に「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、児童虐待防止対策とDV被害者の保護対策

の強化を図るため、DV被害者及びその同伴する家族を保護するために相互に連携・協力すべき関

係機関として「児童相談所」が明記されました。また、保護の対象であるDV被害者に「同伴する家

族」が含まれる旨明記されました。 

 DV家庭に育つ子どもは心理的虐待の被害児童です。また、加害者の暴力が子どもに向かい身体

的虐待となったり、心身に傷を負ったDV被害者が子どもの養育を放棄してしまうなど、児童虐待が

深刻化する可能性もあります。このような事案から子どもを守るためには、早期発見・早期対応が

不可欠です。 

 DV対応機関と児童虐待対応機関は、DVと児童虐待が密接に関係していることを念頭に対応する

とともに、各機関がDV事案又は児童虐待事案を把握した場合の支援の提供や介入状況につい

て、緊密に相談・情報共有できる連携体制を構築しておく必要があります。 

 また、困難な問題を抱える女性とDV家庭が抱える問題は、子どもが抱える問題と密接な関係にあ

る場合も想定されることから、子どもと子どもが育つ家庭に対する相談窓口を設置し、問題の早期

発見と安全確保を図ることも重要です。 

基本目標３ 困難な問題を抱える女性の家庭に育つ子どもへの支援及び 

ＤＶの家庭に育つ子どもの安全・安心の確保 

施策３－１ 問題の早期発見と安全確保 【重点】 
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③子育て家庭へのDV防止啓発の推進（再掲） 

子育てに関する相談から、DVや児童虐待の発見につながる場合もあることから、子育て家庭にとって

身近な機関である市町村こども家庭センター（子育て支援センターや子育て世代包括支援センター等）

に、DVや児童虐待に関する知識や相談窓口を掲載したリーフレット等を配布し、いち早く、DV及び児童

虐待の気づきと相談につなげるための啓発を推進します。また、DV対応機関と子育て支援センター等の

子育て支援機関や母子保健担当機関との連携を強化し、被害の早期発見、迅速な対応に努めます。 

 

④同伴する子どもの適切な一時保護の実施 

女性相談センター、県保健福祉事務所、市町村、児童相談所、警察等の関係機関が緊密な連携を図り、

同伴する子どもの安全を守れる場所を確保します。 

 

⑤子どもと子どもが育つ家庭に対する相談窓口等の設置 

困難な問題を抱える女性とDV家庭が抱える問題は、子どもが抱える問題と密接な関係にある場合も

想定されることから、子どもと子どもが育つ家庭に対する相談窓口を設置し、問題の早期発見と安全確

保を図ります。 

 

【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

ＤＶと児童虐待が併存する事案

に対する情報共有・支援体制の

構築 

（子ども・家庭支援課） 

ＤＶ及び児童虐待対応機関に国の「DV対応と児童虐

待対応の連携強化に関する調査研究」から得られた連

携を判断するためのアセスメントツールや連携における

ガイドラインの活用を促し、各機関がDV又は児童虐待

を早期に把握し、支援につなげる体制作りを進めます。 

県 

市町村 

要保護児童対策地域協議会へ

の参画促進 

（子ども・家庭支援課） 

 配偶者暴力相談支援センターや県福祉事務所等の

DV相談機関が要保護児童対策協議会に参画するよう

市町村へ協力を求め、同伴する子どもの支援の充実を

図ります。 

県 

市町村 

子育て家庭へのDV及び児童虐

待予防啓発資料の配布（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

市町村等と連携し、こども家庭センター（子育て支援

センターや子育て世代包括支援センター等）の子育て

支援機関等に、DVや児童虐待に関する知識や相談窓

口を掲載したリーフレット等を配架します。 

県 

市町村 

同伴する子どもの適切な一時保

護の実施 

（子ども・家庭支援課） 

 DV被害者とその子どもを切り離して対応するのでは

なく、被害親子の包括的な安全確保に努めます。 
県 

児童相談所と連携した同伴する

子どもの安全確保 

（子ども・家庭支援課） 

DV加害者から虐待を受けている同伴する子どもに

ついて、被害の早期発見・早期介入に向けた支援が適

切に実施されるよう、児童相談所と密接に連携し、同伴

する子どもの安全確保に努めます。 

県 

市町村 

要保護児童対策地域協議会機

能強化事業（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

市町村の要保護児童対策地域協議会の構成機関等

を対象とした研修会を開催し、要保護児童対策地域協

議会の機能強化を支援します。 

県 
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取組名 取組内容 実施主体 

家庭相談員 

（子ども・家庭支援課） 

各保健福祉事務所に設置された家庭児童相談室が、

家庭における様々な福祉に関する事項について訪問・

相談を受け付けます。 

県 

教育相談充実事業 

（義務教育課） 

県内すべての小学校、中学校、義務教育学校にスク

ールカウンセラーを派遣・配置し、当該学校の児童生

徒、保護者の相談、教職員の相談に対応します。 

教育庁 

心のサポートアドバイザーの配

置・派遣 

（義務教育課） 

義務教育課内に心のサポートアドバイザーを配置し、

児童生徒や保護者からの心のケアに関する相談に応じ

ます。 

教育庁 

こども・若者支援体制強化事業

（再掲） 

（共同参画社会推進課） 

ひきこもりや不登校等、社会生活を円滑に営む上で

の様々な困難を有する子ども・若者（概ね３９歳まで）と

その家族に対する支援を効果的に実施するため、ワン

ストップ窓口として石巻圏域子ども・若者総合相談セン

ターを設置するとともに、子ども・若者支援地域協議会

を設置し支援機関のネットワークの構築・強化を図りま

す。 

県 

子どもメンタルクリニックサポー

ト事業 

（子ども・家庭支援課） 

不登校、ひきこもり、心身症等、心の問題を有する児

童の相談、診療、指導を行うとともに、その家族や関係

者への支援を行います。 

県 

児童家庭支援センター事業 

（子ども・家庭支援課） 

地域の子どもに関する問題について、地域住民や市

町村からの相談に応じ、児童相談所と連携を取りなが

ら助言、指導を行います。 

県 

児童虐待防止強化事業 

（子ども・家庭支援課） 

子育ての不安解消、子ども世帯・子どもの孤立、児童

虐待の防止等を図るため、子ども・子育て世帯などを対

象としたＬＩＮＥ相談窓口を設置します。 

県 

児童虐待防止事業 

（子ども・家庭支援課） 

児童の安全確保の一層の充実を図るため、夜間休日

の児童相談所共通ダイヤルの受付を行う。 
県 

児童生徒の心のサポート班の設

置 

（義務教育課） 

東部教育事務所及び大河原教育事務所内に「児童

生徒の心のサポート班」を設置し、児童生徒、家庭、学

校に関する相談について、教育職・心理職・福祉職の３

職種の専門職員がチームで対応します。 

教育庁 

スクールソーシャルワーカー活用

事業 

（義務教育課） 

スクールソーシャルワーカーを県内全市町村（仙台市

を除く）に配置し、要請のある学校に派遣することで、福

祉的な視点から児童生徒に影響を及ぼしている家庭や

学校、地域等の環境に働き掛け、関係機関との連携を

図り、児童生徒や保護者を支援します。 

教育庁 

総合教育相談事業 

（高校教育課） 

児童生徒、保護者等の悩みの解消と児童生徒がより

よい学校生活を送ることができるよう、不登校・発達支

援相談室、24時間子供SOSダイヤル、SNS相談の事

業を展開します。 

教育庁 
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取組名 取組内容 実施主体 

ひきこもり支援推進事業 

（精神保健推進室） 

ひきこもりが長期化・重度化する前に早期に発見し、

必要な支援機関につなげる体制を構築し、家族支援や

居場所支援など本人の状態等に応じて相談支援を行

います。 

県 

ヤングケアラー支援体制強化事

業 

（子ども・家庭支援課） 

ヤングケアラーやその保護者を対象に相談対応、ヤン

グケアラー同士が悩みや経験を共有し合うサロン等を

行います。 

県 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・保育・教育関係者を対象としたＤＶ予防啓発講座の実施（市町村共催） 

・児童虐待防止・対応研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①DV対応と児童虐待対応の相互理解・連携強化を目指した専門研修の充実 

専門的知識を有する民間支援団体と連携して、相互理解を図るための研修や困難事例への対応を学

ぶ専門的な研修会を開催し、ＤＶ及び児童虐待対応職員のスキルアップを図ります。また、ＤＶと児童虐

待が併存する事案への対応について、事例検討会議等を開催し、お互いの役割や支援方針の共有を進

めます。 

 

②保育・教育関係者等への研修の充実 

学校生活等において、DV被害者の子どもが適切な配慮を受けられるようにするため、子どもと日常的

に接することが多い教員、養護教諭、スクールカウンセラー等の教育関係者や保育士等の保育関係者に

対して、DVの特性や配慮すべき事項等について、研修等のあらゆる機会を捉えた周知に努めます。 

 

 

【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

ＤＶ対応と児童虐待対応に関す

る研修会の開催 

（子ども・家庭支援課） 

 ＤＶ対応職員と児童虐待対応職員が、DV及び児童虐

待に関する知識と困難事例への対応方法等を習得でき

る研修会を開催します。 

県 

保育・教育従事者向け研修会の

開催 

（子ども・家庭支援課） 

 子どもと直接接する保育・学校関係者を対象に、DV

と児童虐待が密接な関係にあることやDVが子どもに及

ぼす影響等の理解を深める研修会を開催します。 

県 

市町村 

教育関係者へのDV予防啓発の

推進 

（子ども・家庭支援課） 

研修会の開催や教職員向けデートDV対応の手引き

等の活用により、教育関係者に対してデートDVやDV

の意識啓発を図ります。 

県 

市町村 

＜課題＞ 

 ＤＶと児童虐待が併存する事案を早期に発見し、適切に対応するためには、各々の担当職員がＤＶ

と児童虐待の相互関連やその複雑さについて理解を深めることが重要です。 

 また、ＤＶ対応機関ではＤＶ被害者に、児童虐待対応機関では被虐待児童に焦点があたりがちです

が、各機関で取り得る具体的な支援内容や役割を共有し、ＤＶ被害者とその子どもへの包括的な支

援方法と対応スキルを身につけることが重要です。 

 DV家庭に育つ子どもと直接接する保育・学校関係者がＤＶと児童虐待の知識を正しく理解し、被

害の早期発見に努めるとともに、加害者からの追及等から子どもの安全を守ることなど、適切な配

慮が必要です。 

施策３－２ DV対応と児童虐待対応の相互理解の促進 
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取組名 取組内容 実施主体 

児童虐待防止・対応研修会の 

開催 

（子ども・家庭支援課） 

児童虐待を発見しやすい立場にある教職員等を対象

に、児童虐待を発見した際の対応方法等に関する研修

会を開催し、児童虐待の対応力向上を図ります。 

県 

要保護児童対策地域協議会  

機能強化事業（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

市町村の要保護児童対策地域協議会の構成機関等

を対象とした研修会を開催し、要保護児童対策地域協

議会の機能強化を支援します。 

県 
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【これまでの取組と課題】                                                    

 

・一時保護所及び女性自立支援施設に入所している女性の同伴する子どもに対する心のケアと学習

支援の実施 

・保育所や学校との定期的な連絡会議の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①同伴する子どもに対する心理的ケアの実施 

心理的ケアを必要としている同伴する子どもについては、女性相談センターや児童相談所、医療機関、

学校等の関係機関と協力・連携の下、症状や発達段階に応じたきめ細かな心のケアを推進します。 

 

②一時保護施設における保育・学習支援の充実 

通学が制限される一時保護所及び女性自立支援施設入所中の同伴する子どもについて、学習ボラン

ティアの活用のほか、教育機関とも連携しながら学習環境の整備に努めるとともに、引き続き保育士・学

習支援員を配置し、一人ひとりの状況に応じた保育や学習指導を行うなど、学習支援体制の充実を図り

ます。 

 

③児童相談所等と連携した同伴する子どもへの支援の充実 

ＤＶと児童虐待が密接な関係にあることを踏まえ、同伴する子どもの個々の状況に応じ、児童相談所

や市町村、学校等との連携による事例検討会等を通じて、同伴する子どもへの支援の充実に努めます。 

 

④同伴する子どもの地域における見守り・アフターケアの充実 

一時保護所や女性自立支援施設退所後においても、退所先市町村の要保護児童対策地域協議会と

連携した継続的な見守り支援や、母子生活支援施設への入所による中長期的な支援の充実を図ります。

また、経済的、環境的な要因により、子どもが教育等の様々な機会を逃すことが無いよう支援を行います。 

＜課題＞ 

 ＤＶにより一時保護される被害女性は、全体の約７割を占め、また全体の約半数が子どもを同伴し

ているなど、一時保護されるＤＶ被害女性は子どもを同伴する場合が多い状況にあります。 

 ＤＶのある家庭に育つ子どもは、自身に対する暴力やＤＶの現場を目撃したことにより、ストレスや

心に大きな傷を負い、人格形成や成長過程への深刻な影響が懸念されます。中には、暴力的な言

動がみられる子どもやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）などの症状を伴うこともまれではなく、同

伴する子どもに対する心理的ケア等、適切な対応が必要です。 

 ＤＶ被害者は暴力を受けることにより恐怖や無力感等精神的に不安定となり、子どもに対してネグ

レクト（育児放棄）などの虐待をしてしまうことがあると言われています。そのため、児童相談所や市

町村要保護児童対策地域協議会、学校、保育所等と連携して、被害の早期発見と安全確保、心身

のケアが適切に受けられるよう、支援体制の充実を図る必要があります。また、加害者の追及や同

伴する子どもの連れ去りが予測される場合には、学校、保育所等と同伴する子どもに関する情報管

理を徹底することが必要です。 

 一時保護所及び女性自立支援施設に入所している女性の同伴する子どもは通学等が制限されて

いることから、保育士や学習支援員による一人ひとりに応じた保育や学習指導を行い、退所後も安

心して保育所や学校に通えるよう、支援する必要があります。 

施策３－３ 同伴する子どもに対する支援体制の充実 
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【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

心理カウンセラーの配置 

（子ども・家庭支援課） 

 心理的ケアを必要としている同伴する子どもについて

は、心理カウンセラーによるケアを実施し、早期の心の

回復に努めます。 

県 

施設 

学習支援員及び学習ボランティ

アによる保育・学習支援の実施 

（子ども・家庭支援課） 

 一時保護所及び女性自立支援施設入所中の同伴す

る子どもに対して、学習支援員や学習ボランティアによ

る一人ひとりに応じた保育や学習指導を行います。 

県 

施設 

児童相談所等との連携による同

伴する子どもへの支援 

（子ども・家庭支援課） 

同伴する子どもの個々の状況に応じて、児童相談所

や市町村、教育機関との連携による事例検討会等を通

じて、同伴する子どもへの支援の充実に努めます。 

県 

市町村 

施設退所先の要保護児童対策

地域協議会と連携した見守り支

援の実施 

（子ども・家庭支援課） 

 一時保護所や女性自立支援施設退所後においても、

退所先市町村の要保護児童対策地域協議会と連携し、

子どもの状況に寄り添った支援の充実を図ります。 

県 

市町村 

母子生活支援施設への入所 

（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

DV被害者及び同伴する子どもの心身の健康や安定

において必要と判断される場合は、母子生活支援施設

による継続的な支援の充実に努めます。 

県 

市 

プロスポーツチームとの連携に

よるスポーツ機会拡大事業 

（スポーツ振興課） 

県内4つのプロスポーツチームと連携し、経済的、環

境的な要因からスポーツにアクセスしにくい家庭の児童

生徒及び保護者に対し、プロの人材によるスポーツ教

室の開催等によりスポーツを「する」機会を拡大すると

ともに、プロスポーツの試合へ招待しスポーツを「みる」

機会を提供します。 

県 
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【これまでの取組と課題】                                                                     

 

・女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会（旧婦人保護事業関係機関ネットワーク連絡協議会）を

活用した情報共有 

・民間支援団体を対象とした各種研修会や補助金制度の情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                                            

 

①民間支援団体の活動に対する支援の充実 

NPO等の民間支援団体が継続的に運営され、発展的に活動していくため、民間支援団体の自主性・

自立性に配慮しながら、民間支援団体が行う活動への助言、広報の協力などにより、民間支援団体の活

動を支援します。また、民間支援団体が活用できる助成金等の情報を収集し、民間支援団体への情報提

供と活用支援に努めます。 

 

②困難な問題を抱える女性及びＤＶ被害者支援制度等に関する情報提供の促進 

困難な問題を抱える女性及びDV被害者への支援制度や補助金等のDV被害者支援に関する情報に

ついて、民間支援団体へ情報提供を行い、官民連携によるDV被害者支援の充実を図ります。 

 

【主な取組】                                                                                

 

取組名 取組内容 実施主体 

民間支援団体が行う活動の周

知・広報活動の支援 

（子ども・家庭支援課） 

民間支援団体が行う活動について、民間支援団体の

要望に応じて、広報等の協力を行います。 

県 

市町村 

宮城県配偶者暴力被害者等支

援調査研究事業補助金の実施 

（子ども・家庭支援課） 

内閣府が実施する「性暴力・配偶者暴力被害者等支

援交付金」を活用し、民間支援団体へ財政的支援を行

います。 

県 

民間支援団体向けスーパーバイ

ズ等の検討 

（子ども・家庭支援課） 

民間支援団体の支援における様々な課題について相

談できるスーパーバイズの仕組みについて検討します。 
県 

民間支援団体に対する各種施

策、国の通知等の提供 

（子ども・家庭支援課） 

DV被害者支援制度や民間支援団体を対象とした補

助金等の情報について、随時情報提供を行います。 
県 

＜課題＞ 

 民間支援団体は、ＤＶ防止法の制定以前からＤＶ問題に取り組むなど、女性及びＤＶ被害者支援の

ための豊富なノウハウを有しており、支援において重要な社会資源となっています。 

 民間支援団体は財政面など様々な課題を抱えている場合もあり、民間支援団体の有する知見や経

験、専門性を維持・継承していくために、民間支援団体の運営基盤を支えていくための支援が求め

られています。県では、国と協働して、民間支援団体の要望に応じた財政的支援や民間支援団体

が行う活動への助言・広報の協力等、必要な支援の検討を進めていく必要があります。 

 

 

基本目標４ 民間支援団体との連携・協働 

施策４－１ 民間支援団体への支援 
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【これまでの取組と課題】                                                                     

 

・夜間・休日電話相談事業の委託 

・官民連携事業の実施 

・女性相談センター及び女性自立支援施設退所者に対するアフターケア事業の委託 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                                             

 

①自治体と民間支援団体とのネットワークの構築 

女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会（旧婦人保護事業関係機関ネットワーク連絡協議会）

や市町村が設置するDV協議会等に民間支援団体の参画を促進し、民間支援団体が有するDV被害者

支援に関する情報やノウハウ等を共有するとともに、官民が連携した支援体制の構築やネットワーク強化

に向けた取組を推進します。 

 

②民間支援団体の専門的知識の活用促進 

民間支援団体の有する豊富なノウハウは、困難な問題を抱える女性及びDV被害者支援における重要

な社会資源であることから、相談業務や研修等において、民間支援団体の専門的知見を活用し、被害者

支援の充実を図ります。また、日頃から行政と民間が情報を共有し、対等な関係性において支援方針等

を検討する体制の構築に努めます。 

 

③民間シェルターへの一時保護委託、ステップハウスの活用促進 

民間シェルターへの一時保護委託やステップハウスの活用等、民間支援団体と連携した支援のあり方

やステップハウス等の運営に必要な支援について、検討を進めていきます。 

 

【主な取組】                                                                                 

  

取組名 取組内容 実施主体 

女性支援事業関係機関ネットワ

ーク連絡協議会への参加促進 

（子ども・家庭支援課） 

女性支援事業関係機関ネットワーク連絡協議会や市

町村が設置するDV協議会等へ民間支援団体の参加

を促進し、情報共有、連携強化を図ります。 

県 

市町村 

ＳＮＳ相談事業（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

若年層を中心にSNSがコミュニケーション手段の中

心となっている実態を踏まえ、メール・チャット相談窓口

を設置し、相談に応じます。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

女性相談員スキルアップ研修会

の実施（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

ＤＶ等女性支援に携わる行政機関や民間支援団体

の相談員を対象に、専門家による研修会を実施し、専

門的知識の習得と支援技術の向上を図ります。 

県 

（民間支

援団体と

連携） 

＜課題＞ 

 民間支援団体は困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者の安全確保とその後の生活再建や自立支

援における重要な役割を担っており、困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者の支援という共通の目

的のもと、民間と行政が対等な立場で、考え方や情報を共有し、連携して支援にあたる体制強化及

び取組を進めていく必要があります。 

 

 

施策４－２ 民間支援団体との連携強化 【重点】 
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取組名 取組内容 実施主体 

女性のための出張相談事業（再

掲） 

（子ども・家庭支援課） 

困難な問題を抱える女性とＤＶ被害者が居住する場

所に応じた出張相談（アウトリーチ相談）を実施し、問題

の早期発見・早期対応を図ります。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

ＤＶ被害者等の自立生活の援助

（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

一時保護所及び女性自立支援施設を退所したDV

被害者等の自立を援助するため、電話相談や家庭訪

問、同行支援等のアフターケアを実施します。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

ＤＶ被害者等自立支援事業（再

掲） 

（子ども・家庭支援課） 

地域で自立して生活していくために効果的な自立支

援プログラムを実施し、ＤＶ被害者等の心身の回復と自

立支援を行います。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

みやぎの女性つながり型サポート

支援事業（再掲） 

（共同参画社会推進課） 

様々な課題や不安を抱え、孤立している女性に対し

て、社会的なつながり・絆を回復するため、地域の実情

を把握するＮＰＯ法人へ委託し、相談内容を聞き取り自

立支援や就業支援との連携を行います。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

夜間・休日ＤＶ電話相談（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

夜間・休日に電話相談窓口を開設し、ＤＶ被害者等

からの相談に応じます。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 

民間支援団体と連携した一時保

護等の支援の実施 

（子ども・家庭支援課） 

民間支援団体と連携し、困難な問題を抱える女性及

びＤＶ被害者の意向を尊重した一時保護の支援に努め

ます。またステップハウスの活用など、民間支援団体と

連携する支援の拡充について検討します。 

県 

（民間支

援団体と

協働） 
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【これまでの取組と課題】                                                         

 

・ＤＶ予防啓発リーフレット、県政だより、ホームページ等による相談窓口の周知と意識啓発 

・パープルライトアップ等の実施（女性に対する暴力をなくす運動期間中） 

・市町との共催による「ＤＶ予防啓発講座」の開催 

・ＤＶ・ストーカー防止のための出前講座の実施 

・市町村基本計画策定促進のため、「基本計画策定の手引き」の配布及び研修会等の場を活用した助言・

指導 ＜市町村基本計画策定数14市10町1村（R５.4現在）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                           

 

①県民に対する啓発・広報の充実 

県民一人ひとりがＤＶ問題に関心を持つことができるよう、県の広報誌やホームページ、ＳＮＳなど各種

広報媒体やリーフレットなどを活用し、ＤＶに関する正しい理解を深める啓発や被害者に対する相談窓口

及び相談によって受けられる支援などの広報の充実を図ります。 

 

②市町村や民間支援団体等との連携による啓発の展開 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間に、市町村や企業、民間支援団体と連携し、ポスターやリーフレ

ットの配布・掲示、パープルライトアップ等を実施し、女性に対する暴力の根絶に向けて、より効果的な啓

発に努めます。 

 

③市町村基本計画の策定促進 

DV防止法に基づく市町村基本計画について、未策定の町村に対し、各種会議・研修の機会や「市町

村基本計画策定の手引き」等を活用した助言・支援を行い、策定を促進するとともに、男女共同参画の

視点も考慮した計画の策定を支援します。 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 配偶者からの暴力等を容認しない社会の実現のためには、県民一人ひとりがＤＶに関する正しい

理解を深め、ＤＶは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを認識し、ＤＶを根絶する

社会的気運を醸成する必要があります。 

 多くの県民がＤＶ問題に触れることができるよう、市町村や民間団体等と連携した啓発活動の  

実施、若年層を対象としたＳＮＳを活用した広報の実施等、更なる広報・啓発活動を進めていく必要

があります。 

 市町村は住民にとって最も身近な相談窓口であり、被害者支援につながる多様な支援施策を有し

ていることから、各種施策を十分に活用し地域の実情に応じた取組を一層充実させていく必要が

あります。そのため、各市町村がＤＶ対策の具体的な取組を明確にし、その取組を促進していくた

め、市町村ＤＶ基本計画の策定が求められています。 

施策５－１ 社会意識の醸成 

基本目標５ 暴力を許さない社会の形成 
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【主な取組】                                                            

 

取組名 取組内容 実施主体 

ＤＶ予防啓発（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

県民一人ひとりがDVに関する正しい理解を

深めるため、リーフレットの配布や県政だより、

SNS等の多様な広報媒体を活用した効果的な

広報・啓発を行います。 

県 

市町村 

人権問題啓発のための研修会の開

催 

（子ども・家庭支援課） 

仙台法務局と連携し、人権への理解を深める

ための研修会を開催し、県民に対する意識啓発

に努めます。 

県 

県・市町村パートナーシップ事業 

（共同参画社会推進課） 

男女共同参画社会の実現を目指し、市町村の

男女共同参画施策の推進を図るため市町村と

共催で啓発事業を行います。 

県 

市町村 

生活安全情報発信事業 

（県民安全対策課） 

 DV・ストーカー防止パンフレットの配布や会

社・学校等へDV被害の防止に関する講話を実

施し、DV被害防止のための情報を発信していき

ます。 

警察本部 

児童虐待防止市町村ネットワーク

推進事業 

（子ども・家庭支援課） 

市町村が主催する児童虐待防止に関する研

修会に講師の派遣又は講師の紹介を行います。 
県 

「女性に対する暴力をなくす運動期

間」にあわせた啓発の実施 

（子ども・家庭支援課、共同参画社会推

進課） 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間

（11/12～11/25）に、企業・民間支援団体等と

連携し、リーフレットの配布やパープルライトアッ

プ等を実施し、女性に対する暴力の根絶に向け

た啓発活動を展開します。 

国 

県 

市町村 

民間支援団体 

市町村人材育成支援事業（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

各種会議や研修の機会を捉え、市町村基本

計画の策定について助言します。 
県 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜概要＞ 

毎年、11月１２日から11月25日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの２週間、関係団体と連携、  

協力の下、女性に対する暴力問題に関する取組を一層強化するための広報活動を実施しています。 

＜目的＞ 

  潜在化しやすい女性に対する暴力（DV、性暴力、ストーカー行為等）の問題に対し、社会の意識を 

喚起するとともに、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることにより、暴力を容認し

ない社会風土を醸成するための啓発を推進することを目的としています。 

＜主な取組＞ 

 ポスター・リーフレット等の配布・掲示、県内各施設のパープルライトアップ ※  

 

※パープルライトアップとは、女性に対する暴力根絶のシンボルカラーであるパープルに各施設をライト

アップし、暴力の根絶を呼びかけるとともに、DV被害者に対し、「ひとりで悩まず、まず相談を！」という

メッセージを送るものです。 

女性に対する暴力をなくす運動 
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【これまでの取組と課題】                                                             

 

・いじめ問題を考えるフォーラムの開催等、小中高生に対する人権教育の実施 

・デートＤＶ防止啓発パンフレットの配布、デートＤＶ防止講座の実施 

＜デートＤＶ防止講座実施校：R3：34校、Ｒ４：37校＞ 

・保育・教育関係者等を対象としたＤＶ予防啓発講座の開催 

・学校における性教育の実施 

・教職員等を対象とした性教育指導者研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の方向性】                                                          

 

①学校における人権・性教育の推進 

学校の教育活動全体を通じて、互いの人権や個性を尊重し合い、一人ひとりを大切にした温かい人間

関係を構築できるよう、指導の充実に努めます。 

また、国の「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」に基づき、各分野の専門家と連携し、児童生徒

の発達の段階に応じた性教育の推進と性暴力被害に関する相談窓口の周知に努めます。 

 

②デートＤＶ防止・予防啓発の推進 

デートＤＶ防止講座やデートＤＶ予防啓発パンフレットの活用により、互いの人権を尊重できる関係性

の構築など、交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供し、将来のＤＶ被害者及び

加害者を生まないための予防啓発を各分野の専門家と連携し推進します。 

また、若年層にも届きやすい広報媒体を活用した啓発及び相談窓口の周知に努めます。 

 

③教育関係者に対する啓発及び学校における相談体制の充実 

児童生徒がＳＯＳを出しやすくなるよう、教職員、養護教諭、スクールカウンセラー等の教育関係者に

対し、ＤＶや性暴力、児童虐待に関する正しい知識と必要な対応について、児童相談所などの地域の専

門機関と連携した研修会を開催するとともに、各分野の専門家と連携し、学校における相談体制の強化

に努めます。 

 

 

 

 

＜課題＞ 

 将来、加害者にも被害者にもならないために、早い段階から、人権尊重、男女平等の意識啓発、Ｄ

ＶやデートＤＶの問題について考える機会を積極的に提供し、生徒自身が人権について考え、自己

の見方や考え方の形成を図る機会を設けていく必要があります。また、ＤＶやデートＤＶに関する正

しい理解を深めるため、講座の開催やＳＮＳ等若年層にも届きやすい広報媒体を活用した相談窓

口の周知に、より一層取り組む必要があります。 

 また、性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身へ長期にわたり重大な悪影響

を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取り組みを進める必要があります。 

 県においては、国の「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」に基づき、性暴力の加害者・被害

者、傍観者にならないための学校教育の充実を図るとともに、性暴力被害相談支援センター宮城な

どの相談窓口の周知に一層取り組む必要があります。また、デートＤＶ防止講座を教材として、親密

な間柄でも嫌なことは嫌と言う、相手が嫌と言うことはしない、という認識の醸成に向けた指導も併

せて推進していく必要があります。 

 

施策５－２ 若年層に対する人権教育・啓発の推進 
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【主な取組】                                                             

 

取組名 取組内容 実施主体 

人権教育の推進 

（義務教育課、高校教育課） 

 学校の教育活動全体を通じて、人権教育を推進し、人権

擁護の意識醸成を図ります。 
教育庁 

人権教育指導者養成事業 

（生涯学習課） 

 教育関係者、社会福祉関係者、医療関係者等を対象に、

人権に関する研修等を実施し、人権への理解啓発を図ると

ともに、指導者的な立場にある方の資質向上を図ります。 

教育庁 

中高生及び教員を対象とした

児童虐待防止講座の実施 

（子ども・家庭支援課） 

中高生及び教員を対象に体罰によらない子育てや児童

虐待が子どもに与える影響等について講義・演習を行い、

児童虐待の防止を図ります。 

県 

デートＤＶ防止講座の実施 

（子ども・家庭支援課、保健体育安

全課） 

 中学・高等学校等において、恋人等親密な間柄にある相

手の人権を尊重し、互いに尊重し合える関係を築いていけ

るよう、専門家によるデートDV防止講座を開催します。 

県 

教育庁 

デートＤＶ啓発資料の配布 

（子ども・家庭支援課） 

県内の中高生に、漫画による事例を通してデートDVに

ついて学ぶことのできるパンフレットを配布し、デートDVに

関する正しい知識の啓発と相談窓口の周知を図ります。 

県 

性教育指導者研修会の開催 

（保健体育安全課） 

 学校の教職員及び性教育関係者等を対象に性教育のあ

り方等についての研修を行い、学校等における性教育の一

層の充実を図ります。 

教育庁 

教育関係者へのDV予防啓発

の推進（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

研修会の開催や教職員向けデートDV対応の手引き等

の活用により、教育関係者に対してデートDVやDVの意識

啓発を図ります。 

県 

市町村 

教育相談体制の充実 

（義務教育課、高校教育課） 

教育相談担当教職員に対する研修を行い、児童生徒の

心のケアや、問題を抱える児童生徒への支援を図れるよ

う、教育相談体制の充実を図ります。 

教育庁 

児童虐待防止・対応研修会の

開催（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

児童虐待を発見しやすい立場にある教職員等を対象

に、児童虐待を発見した際の対応方法等に関する研修会

を開催し、児童虐待の対応力向上を図ります。 

県 

要保護児童対策地域協議会 

機能強化事業（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

市町村の要保護児童対策地域協議会の構成機関等を

対象とした研修会を開催し、要保護児童対策地域協議会

の機能強化を支援します。 

県 
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【これまでの取組と課題】                                                     

 

・警察による加害者への対応 

・男女共同参画相談室による相談対応 

・加害者更生に関する国の調査研究の動向把握・情報収集 

・加害者対応に取り組む民間支援団体と連携した研修会の実施 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【取組の方向性】                                                         

 

①警察における加害者への対応 

ＤＶ被害者の意思を踏まえ、加害者を検挙するほか、加害者に対して指導警告を行う際には、加害行

為をしていることの自覚を促すなど、被害を防止するための積極的な措置を行います。 

 

②加害者からの相談体制の充実 

みやぎ男女共同参画相談室や市町村等の相談窓口の周知を図り、ＤＶ加害者からの相談に対応する

とともに、加害者自身が自らの行為をＤＶと気づけるよう、適切な相談対応に努めます。また、加害者対

応に関する研修機会を確保し、加害者対応力の向上に努めます。 

 

③配偶者暴力加害者プログラム実施のための留意事項及び民間支援団体等における取組状況の把握 

国において作成された「配偶者暴力加害者プログラム実施のための留意事項」や他都道府県の動向に

基づき、民間支援団体における加害者更生プログラムなどの加害者更生や再発防止のための取組状況

を把握し、必要な施策の検討を行います。 

 

④加害者の気づきを促す啓発の推進 

加害者自身が自らの行為をＤＶと気づけるよう、様々な機会を通して働きかけるとともに、将来

のＤＶの防止に資するよう若年層に対するＤＶに関する正しい知識と予防啓発に努めます。 

 

【主な取組】                                                              

 

取組名 取組内容 実施主体 

警察による加害者への対応 

（県民安全対策課） 

加害者と認知した場合には、ＤＶ被害者の意思を踏ま

え、加害者を検挙するほか、加害者への指導や警告を行

うなど、被害を防止するための積極的な措置を行いま

す。 

警察本部 

＜課題＞ 

 加害者更生のための施策は、ＤＶ防止に向けて考えられる重要な施策の一つです。 

一方で、ＤＶ被害者に対するリスクも高いことから、内閣府が作成した「配偶者暴力加害者プログラ

ム実施のための留意事項」を基に、慎重なＤＶ加害者プログラムの実施を検討していく必要があり

ます。 

 県においても、加害者自身が自分の行為をＤＶと気づけるよう、広報・啓発を進めていく必要があり

ます。 

 

施策５－３ 加害者更生に向けた取組 
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取組名 取組内容 実施主体 

男女共同参画相談室での相談

対応（再掲） 

（共同参画社会推進課） 

 みやぎ男女共同参画相談室の一般相談及び男性相談に

おいて、 DV等で悩む県民からの相談やDV加害者からの

相談にも対応します。 

県 

ＤＶ予防啓発（再掲） 

（子ども・家庭支援課） 

県民一人ひとりがDVに関する正しい理解を深めるた

め、リーフレットの配布や県政だより、SNS等の多様な広

報媒体を活用した効果的な広報・啓発を行います。 

県 

市町村 

デートＤＶ防止講座の実施 

（再掲） 

（子ども・家庭支援課、保健体育安

全課） 

 中学・高等学校等において、恋人等親密な間柄にある相

手の人権を尊重し、互いに尊重し合える関係を築いていけ

るよう、専門家によるデートDV防止講座を開催します。 

県 

教育庁 
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